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 ガソリンや電気等の動力で走る車には、税金がかかります。車の排気量、車種等によって、自動車
税（都税）と軽自動車税（区税）に分かれています。さらに軽自動車税には、「環境性能割」と「種別
割」があります。
　「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税金で、当面の間東京都が取り
扱います。環境性能割の税率は、燃費基準値達成度等に応じて、非課税～通常の取得価格の２％
となります。
　「種別割」は、北区に定置場（※）があり、かつ4月1日現在原動機付自転車や軽自動車等を所有
している方（法人を含む）にかかる税金で、北区が取り扱います。この冊子では、軽自動車税（種別
割）についてご案内します。
　（※）定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する次のような場所をいいます。
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軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

2
（１）原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪小型自動車

軽 二 輪

排気量50cc以下または定格出力が600w以下 2,000円
2,000円

排気量50cc超90cc以下
または定格出力600w超800w以下

定格出力が600w以下かつ最高時速20km/h以下
長さ190cm以下、幅60cm以下

2,000円
排気量90cc超125cc以下
または定格出力800w超1000w以下 2,400円

排気量20㏄超50cc以下
または定格出力250w超600w以下 3,700円

農耕作業用 排気量制限なし　 2,400円
その他 フォークリフト等・排気量制限なし　 5,900円

排気量125㏄超250cc以下
（側車付含む） 3,600円

排気量250ccを超えるもの 6,000円

軽二輪 練馬自動車検査登録事務所
電話050－5540－2032
〒179-0081
東京都練馬区北町2－8－6二輪小型自動車

区 分 申告（登録・廃車）場所

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

北区役所　区民部税務課税務係
電話3908－1114（直通）
〒114-8508
東京都北区王子本町1－15－22

ミニカー

小型特殊
自動車

税率
（年額）

（２）軽自動車（軽三輪、軽四輪）

旧税率 新税率 重課税率
660cc以下三輪

営業用（660cc以下）
自家用（　　〃　　）
営業用（　　〃　　）
自家用（　　〃　　）

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

（※）令和6年度は、初度検査年月が平成23年3月以前の三輪、四輪以上の軽自動車について、重課税率が適用されます。

　初度検査年月（自動車検査証記載）が平成27年3月31日以前の車両は、新規登録後１３年まで「旧
税率」が適用され、平成27年4月1日以後の車両は、新規登録後13年まで「新税率」が適用されます。
　また、新規登録後13年を経過した車両は、「重課税率」が適用されます。
　なお、環境に配慮した燃料（電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン
電力併用）を使用した車両並びに被けん引車は重課税率の対象となりません。

税率（年額）

軽自動車検査協会  東京主管事務所
練馬支所
電話050－3816－3101
〒175-0081
東京都板橋区新河岸1－12－24

四輪
以上

軽自動車 乗用

貨物

申区 分 告（登録・廃車）場所
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●グリーン化特例 (軽課)
　初度検査年月が平成27年4月1日から令和6年3月31日までの軽自動車（軽三輪、輪四輪）
で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両は、新規登録日の翌年度のみグリーン化特例（軽
課）が適用され、軽自動車税（種別割）が軽減されます。
　令和6年度は、初度検査年月が令和5年4月1日～令和6年3月31日の車両が適用対象です。

　軽自動車税（種別割）は、5月中旬に所有者（納税義務者）宛に納税通知書を送付します。
　5月末日までに、銀行、郵便局等の金融機関、コンビニエンスストア、電子マネー、モバイルレジ、
または区役所（収納推進課）・赤羽・滝野川区民事務所でご納付ください。

次のような場合は、軽自動車税（種別割）が減免されることがあります。
①障害のある方（※1）本人または障害のある方と生計を同一にする方が所有し、以下に当てはまる場合
 （ア）障害のある方本人が運転する場合
 （イ）障害のある方のために、生計を同一にする方が運転する場合
 （ウ）障害のある方（障害のある方で構成される世帯に限る）のために、常時介護する方が運転する場合
  （※1）『身体障害者手帳』『戦傷病者手帳』『愛の手帳』『精神障害者保健福祉手帳』等をお持ちの方。
　　　　障害の区分・級等によっては、減免を受けられない場合があります。
  （※2）減免を受けられる車両は、障害のある方1名につき1台に限られます。（普通自動車含む）。

②その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合（車いす移動車等）

③生活保護法により扶助を受けている方が所有し、使用する場合

減免の申請は、軽自動車税（種別割）納税通知書が届いてから納期限（※毎年5月末日）までに行って
ください。申請方法については税務課税務係（33頁）までおたずねください。
※納期限が土日祝日の場合は翌開庁日が納期限になります。

〈グリーン化特例が適用された車両の税率（年額）〉

＜新規登録車両の適用基準＞

種　別 概ね75％軽減 概ね50％軽減 概ね25％軽減

三輪(660cc以下のもの)

営業用
自家用
営業用
自家用

1,000円

1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
（乗用営業用のみ）（乗用営業用のみ）

3,500円

3,000円

5,200円

対象外

税率（年額）

四輪以上
(660cc
以下のもの)

乗用

貨物

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。

4 減免制度について

3 軽自動車税（種別割）の納期限

税率 対象車両 適用基準

概ね75％軽減

概ね50％軽減

概ね25％軽減

電気軽自動車・天然ガス軽自動車
燃料電池軽自動車

ガソリン・ハイブリット車
（乗用・営業用のみ）

ガソリン・ハイブリット車
（乗用・営業用のみ）

天然ガス軽自動車のみ平成30年排ガス規制適合または平成21年
排ガス規制NOx10％以上低減達成車

（※）電子マネー、モバイルレジをご利用の場合、領収証書が発行されず、また納税証明書の発行
もすぐにできません。車検等ですぐに納税証明書が必要な方は、現金でご納付いただき、
領収証書をご持参ください。

令和12年度燃費基準90％達成かつ令和2年度燃費基準達成車で
あり、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出
ガス基準75％低減達成車（★★★★）

令和12年度燃費基準70％達成かつ令和2年度燃費基準達成車で
あり、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出
ガス基準75％低減達成車（★★★★）
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　「たばこ」にかかる税金には、国税と地方税があり、地方税はさらに「都たばこ税」と「特別
区たばこ税」に分かれます。
　特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの卸売販売業者等が小売店
に販売したたばこの本数に基づき申告・納付しますが、たばこの小売定価には税金が含まれて
いるため、実質的にはたばこを購入している消費者が税を負担しています。
　特別区たばこ税は、小売店の所在する区の税収となりますので、区内の小売店におけるたば
この売上げが多くなれば、区の税収が増えることになります。

5

税率及び税額

特別区たばこ税とは

原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて

52.73円 357.61円

消費税額
（地方消費税を含む）

合計税額

国たばこ税 たばこ特別税 都たばこ税 特別区たばこ税

6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

たばこ1,000本あたりの税率
国税 地方税

合計

国たばこ税 たばこ特別税 都たばこ税 特別区たばこ税

136.04円 16.4円 21.4円 131.04円 304.88円

代表的な紙巻たばこ1箱20本入り（580円の場合）の税額
地方税国税 たばこ税額

合計

125cc以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車手続きは北区役所になります。

（※）代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
（※）法人で登録する場合は、法人の所在地を証明する書類（登記簿謄本等）、法人所在地が区外の場合は、
　　 北区に定置場があることを証明する書類（住所の記載がある公共料金の領収書等）が必要です。
（※）自賠責保険の加入が義務付けられています。手続き方法は各保険会社にお問い合わせください。
（※）以下の場合も手続きが必要です。
　　・ナンバープレートを破損、紛失したとき　　　・ナンバープレートが盗難にあったとき　
　　・住所、氏名、定置場等に変更があったとき　　・車の排気量に変更があったとき
詳しくは税務課税務係（33頁）までおたずねください。

●手続きに必要なもの

前
ナ
ン
バ
ー

前
ナ
ン
バ
ー

内　容 届出者の
本人確認書類

販売
証明書

標識交付
証明書

譲渡
証明書

廃車
証明書

ナンバー
プレート

販売店から購入した場合

廃車済

未廃車

廃車済

未廃車

譲り受けた場合

転入した場合

廃車する場合
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　区役所では、住民税・軽自動車税(種別割）に関する証明書を発行しています。 
　住民税の証明書は、必要な年度の初日（４月１日）の属する年の１月１日現在、住民登録のあった区市町村
で発行されます。

・ 所得税の納税証明書その1～その4は税務署で発行しています。
・ 土地、不動産関係の税証明、評価証明等は、都税事務所で発行
しています。

・ 普通自動車の納税証明書は、都税事務所で発行しています。（種別割）

　住民税が会社の給与から全額引き落とされている場合（給与特別徴収）は5月中旬から、それ以外
の場合（普通徴収等）は6月上旬から発行できます。
（※）コンビニエンスストア等のマルチコピー機で、新年度税証明を発行する場合は、すべて6月上旬
　　からとなります。

5月中旬から、新年度軽自動車税の納付が確認でき次第発行ができます。

＊住民税証明書には、証明年度の前年中の所得が記載されます。

（１）住民税（特別区民税・都民税）

（２）軽自動車税（種別割）

○ 申請(交付)窓口

○ 必要なもの

○ 交付手数料

税務課税務係(第一庁舎2階12番)または区民事務所（33頁参照）

（※）納税後、14日以内に納税証明書が必要な場合は、領収書の原本をお持ちください。

1通　300円（軽自動車税（種別割）の納税証明書（継続検査用）は無料）

本人申請　　……　本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
代理人申請　……　委任状（３１頁参照）
　　　　　　　　　代理人自身の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

○

○
○
○
○
○

取 得 で き る 方

取得できる証明
手 数 料
取 得 可 能 店 舗
取 得 可 能 時 間
必 要 な も の

北区に住民登録があり、利用者証明用電子証明書（暗証番号）が
格納されたマイナンバーカードをお持ちの方
住民税課税（非課税）証明書（直近２年度分）
１通　２００円
マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストア等
午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～１月３日とメンテナンス日を除く）
マイナンバーカード（暗証番号の入力が必要）

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で税証明が取得できます

（例）令和６年度課税（非課税）証明書＝令和５年中の所得を証明

北区に住民登録があり、利用者証明用電子証明書（暗証番号）が

マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストア等

税証明の種類

新年度税証明の発行時期

〈参考〉
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証明年度の初日（４月１日）の属する年の１月１日に
住んでいたときの北区の住所

ふりがな

　仕事等で窓口に来ることができない場合に、本人に限り郵送による請求ができます。

○郵送請求に必要なもの
　①申請書 
　②証明書1通につき300円の定額小為替
　 （郵便局で購入、発行日から180日以内のもの）
　③切手を貼った返信用封筒（住所・氏名を記入）
　④現住所や氏名が確認できる書類（注⑥の場合）

○郵送先
　〒114-8508　北区王子本町1－15－22
　東京都北区役所税務課税務係税証明担当あて

〈申請書記載見本〉

（注）

　税証明には、個人の秘密（プライバシー）が多く記載されているため、本人の承諾なしに
本人以外に発行することはできません。
　ご家族であっても、本人の意思が確認できる委任状の提出が必要となりますので、ご理解
とご協力をお願いします。

令和
（平成）

〈委任状記載見本〉

4 郵送による税証明の請求

5 委任状

①　証明書は、本人の住民登録地以外には送付できません。
　 （※）転送先にも送付できません。
②　郵便、その他の事情を考慮のうえ、1週間以上の余裕をもって請求してください。
③　速達を希望する場合は、速達料金を含む切手を貼った返信用封筒を同封してください。
④　定額小為替には何も記入しないでください。
⑤　申請書と返信用封筒は請求者の人数分必要です。
⑥　北区から転出後、さらに住所変更や氏名変更をされた場合は、現住所や氏名が確認できる
　　住民票・運転免許証・マイナンバーカード等のコピーも同封してください。
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　すぐに「納税証明書」が必要な場合は、 

現金でご納付いただき、領収証書原本

をお持ちください。電子マネー、モバイ

ルレジをご利用の場合、領収証書が発

行されません。区役所で納付確認が取

れるまで約 14日かかります。

税金を納めてすぐに「納税証明書」を取

りたいのですが、どうしたらいいでしょ

うか。

配偶者に頼まれて配偶者の「課税証明書」

を取りに来ましたが、委任状がないため

断られてしまいました。配偶者本人に頼

まれたのは間違いないのですが。

北区に最近引っ越しましたが、課税証明

書は北区で取れますか。

課税証明書が必要ですが、申告をしてい

ないので発行できないといわれました。

どうしたらいいでしょうか。

A

A

A

A

　ご本人以外の方が税証明を申請する

場合は、ご家族であっても委任状が必

要です。必ず委任状と代理人自身の本

人確認書類（マイナンバーカード、運転

免許証等）をお持ちください。

すぐにご申告ください。税額の決定

後、税証明を発行することができます。

なお、所得税の申告義務がある場合は、

税務署で確定申告をして、その控えを

お持ちください。

非課税証明書を取得しましたが、所得金

額欄がアスタリスク（*）で表示されてい

ます。問題ないでしょうか。

A税法上どなたかの扶養親族になって

いる場合は、税証明を発行することが

できますが、ご申告されていないため、

所得金額欄がアスタリスク（*）で表示

されます。証明書の提出先によっては、

所得金額欄に金額を表示する必要があ

りますので、提出先にご確認の上、金額

（0円含む）を表示させる場合はご申告

ください。

代理人が取得する場合

最近引っ越してきた

申告をしていない

所得金額欄が（＊）で
表示されている

今日納付した税金の証明

令和6年度の住民税は、令和5年中の

所得に対して、令和6年1月1日時点でお

住まいの区市町村で課税されます。令和

6年 1月 2日以後に北区に転入した場合

は、令和6年度の住民税は前住所地で課

税されるため、令和6年度の税証明は北

区で取得できません。前住所地の区市町

村におたずねください。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/index2.htm

https://www.nta.go.jp/about/organization/
tokyo/index.htm

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.city.kita.tokyo.jp/

納税相談

納税窓口、口座振替、過誤納金に関すること

※この冊子は、一般的な制度の概要を説明しています。詳しくはお問い合わせください。

（赤羽駅南口高架下）

（注）納税に関しては、王子区民事務所は除きます。

北区役所区民事務所（課税・納税証明書発行と納税（注）ができます）

（よくある税の質問）
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